
市
職
員
の
給
与
な
ど
を

公
表
し
ま
す

▼
扶
養
手
当
　<

配
偶
者>

月
額
一
万
三
千
円
　<

配
偶
者
以
外
　

の
扶
養
親
族>

二
人
ま
で
月
額
六
千
円
　<

配
偶
者
が
い
な
い
　

場
合
の
一
人
目>

月
額
一
万
一
千
円
　<

配
偶
者
を
扶
養
親
族
　

に
し
て
い
な
い
場
合
の
１
人
目>

月
額
六
千
五
百
円
　<

そ
の
　

他
の
扶
養
親
族>

月
額
五
千
円

※
な
お
、
16
〜
22
歳
の
子
に
は
、
五
千
円
加
算
さ
れ
ま
す
。

▼
住
居
手
当
　<

借
家･

借
間
住
居
者>

月
額
一
万
二
千
円
を
超
え

　
る
家
賃
を
負
担
し
て
い
る
職
員
に
対
し
、
家
賃
の
額
に
応
じ
、

　
月
額
二
万
七
千
円
を
上
限
と
し
て
支
給
　<

持
家
所
有
者>

月

　
額
三
千
五
百
円

▼
通
勤
手
当
　<

交
通
機
関
等
利
用
者>

運
賃
の
額
に
応
じ
月
額

　
五
万
五
千
円
を
上
限
と
し
て
支
給
　<

自
家
用
車
等
利
料
者>

　
通
勤
距
離
に
応
じ
、
月
額
一
万
三
千
七
百
円
を
上
限
と
し
て

　
支
給

▼
管
理
職
手
当
　
課
長
補
佐
以
上
の
管
理
職
に
対
し
て
支
給｢

給

　
料
月
額
×
役
職
に
応
じ
た
支
給
率(

４
〜
８
％)｣

※
平
成
18
年
度
に
つ
い
て
は
、
１
〜
２
％
支
給

▼
特
殊
勤
務
手
当
　
平
成
18
年
度
か
ら
当
分
の
間
、
支
給
凍
結
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　　議　会
　　総　務
　　税　務
　　民　生
　　衛　生
　 農林水産
　　商　工
　　土　木
　　小　計
 教　　 育
普通会計　計
　　水道
　 下水道
　　病院
 　その他
　　小計
　総　　計

3人
86人
22人
108人
25人
39人
18人
22人
323人
51人
374人
12人
7人
89人
10人
118人
492人

3人
84人
22人
103人
22人
37人
19人
21人
311人
48人
359人
12人
7人
95人
17人
131人
490人

0
△2
0
△5
△3
△2
1
△1
△12
△3
△15
0
0
6
7
13
△2

市
民
の
皆
様
に
市
役
所
の
人
事
・
給
与
・
服
務
の
状
況
を
ご
理
解

い
た
だ
く
た
め
、
市
の
条
例
に
基
づ
き
、
人
事
行
政
の
運
営
等
の

状
況
を
公
表
し
ま
す
。

●
職
員
の
採
用･

退
職
の
状
況(

Ｈ
17
・
４・
１
〜
Ｈ
18
・
３・
31)

●
部
門
別
職
員
数
の
状
況(

Ｈ
18
・
４・
１
現
在)

●
一
般
行
政
職
の
級
別
職
員
数
の
状
況(

Ｈ
18
・
４・
１
現
在)

●
初
任
給
基
準(

Ｈ
18
・
４・
１
現
在)

●
主
な
職
員
手
当
の
状
況(

Ｈ
18
・
４・
１
現
在)

職
員
の
任
免
お
よ
び
職
員
数
に
関
す
る
状
況

職
員
の
給
与
の
状
況

市
職
員
の
給
与
な
ど
を

公
表
し
ま
す

区

分

一
般
行
政
職

医

療

職

技
能
労
務
職

退

職

７

人

６

人

１

人

採

用

０

人

５

人

０

人

一
般
行
政

公
営
企
業
等

区　　分
平成１７年度 平成１８年度

職 員 数 対前年
増減数

区 分
１ 級
２ 級

３ 級

４ 級

５ 級

６ 級

職 務 分 類
主 　 　 事
主 　 　 事
係 　 　 長
参 　 　 事
主 　 　 任
課 長 補 佐
主 　 　 幹
課 　 　 長
総 務 課 長
　 又 は 　
総務課長経験者等

職員数
42
30

102

57

28

4

263

構成比
15.9
11.4

38.8

21.8

10.6

1.5

100

※各部門は、「定員管理調査」に基づく区分・職員数。

※職務の級などによる加算措置あり。

※阿蘇市給与条例に基づく給料表の区分による職員数。
※職務分類はそれぞれの級に該当する代表的な職名。
※職員数は「給与実態調査」に基づく。

計

●
職
種
別
給
料
月
額
の
状
況

　
　
　
　(

Ｈ
18
・
４・
１
現
在)

職 種
一般行政職
技能労務職
　　医師
 薬剤師等
 看護師等

月 額
306,300円
293,300円
501,800円
305,200円
326,400円

平均年齢
39.0歳
44.4歳
40.1歳
40.3歳
43.7歳

医
療
職

●
期
末
・
勤
勉
手
当

　
　
　(

Ｈ
18
・
４・
１
現
在)

期 末
手 当
勤 勉
手 当

6月期

1.4月分

0.725
月分

12月期

1.6月分

0.725
月分

計

3.0月分

1.45
月分

高校卒

135,600円

中学卒

127,700円

大学卒

170,200円

高校卒

138,400円

技能労務職 一般行政職

博士課程終了

322,100円

大学６卒

235,200円

大学卒

176,100円

短大３卒

165,000円

短大３卒

186,700円

短大２卒

178,300円

准看護師養成所卒

151,500円

医療職(医師) 医療職(薬剤師等)

医療職(看護師等)



休
憩
時
間
　
45
分(

12
時
15
分
〜
13
時)

休
息
時
間
　
30
分(

12
時
〜
12
時
15
分
／
15
時
〜
15
時
15
分)

※
勤
務
場
所
に
よ
り
、
上
記
と
異
な
る
勤
務
形
態
の
場
合
が

あ
り
ま
す
。

▼
有
給
休
暇

年
次
休
暇
　
１
年
に
つ
き
20
日
間
付
与(

前
年
度
に
未
使
用

　
日
数
が
あ
る
場
合
は
、
最
大
20
日
を
翌
年
繰
越)

病
気
休
暇
　
負
傷
又
は
疾
病
の
た
め
療
養
を
要
す
る
場
合
、

　
必
要
最
小
限
と
認
め
ら
れ
る
休
暇
を
付
与

特
別
休
暇
　(

主
な
も
の)<

結
婚
休
暇>

結
婚
す
る
職
員
に
対

　
し
最
大
５
日
間
付
与
　<

産
前
・
産
後
休
暇>

出
産
予
定
日

　
の
８
週
間
前
の
日
か
ら
出
産
の
日
ま
で
、
及
び
出
産
の
翌

　
日
か
ら
８
週
間
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
付
与
　<

親
族

　
の
死
亡
休
暇>

親
族
の
続
柄
及
び
死
亡
時
の
生
計
関
係
に

　
応
じ
、
最
大
７
日
間
付
与
　<

夏
季
休
暇>

７
〜
９
月
の
間

　
に
お
い
て
、
４
日
間
付
与
　<

子
の
看
護
休
暇>

小
学
校
始

　
期
に
達
す
る
ま
で
の
子(

配
偶
者
の
子
を
含
む)

を
養
育
す

　
る
職
員
が
子
の
看
護
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当

　
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、
１
年
に
５
日
の
範
囲
内
で
付
与

▼
無
給
休
暇

介
護
休
暇
　
配
偶
者･

父
母･

子
、
配
偶
者
の
父
母
な
ど
で
、

　
負
傷･

疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支

　
障
が
あ
る
者
の
介
護
を
行
う
場
合
、
６
月
を
限
度
と
し
て

　
必
要
な
休
暇
を
付
与

組
合
休
暇
　
組
合
活
動
に
従
事
す
る
場
合
に
１
年
に
最
大
20

日
付
与

・
市
長
会
県
下
14
市
女
性
職
員
研
修
会
（
１
回
実
施
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
参
加
者
数
　
二
人

・
個
人
情
報
保
護
職
員
研
修
会
（
４
回
実
施
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
参
加
者
数
　
三
六
八
人

・
阿
蘇
地
域
町
村
職
員
二
部
研
修
（
１
回
実
施
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
参
加
者
数
　
四
人

・
人
権
同
和
問
題
研
修
会
（
１
回
実
施
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
参
加
者
数
　
三
〇
〇
人

・
自
治
体
女
性
職
員
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
研
修
（
１
回
実
施
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
参
加
者
数
　
一
人

・
Ｉ
Ｔ
研
修
（
７
回
実
施
）
　
　
　
参
加
者
数
　
一
〇
八
人

・
人
間
ド
ッ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
受
診
者
数
　
一
八
四
人

・
定
期
健
康
診
断
　
　
　
　
　
　
　
受
診
者
数
　
二
八
七
人

・
地
方
公
務
員
災
害
補
償
基
金
熊
本
県
支
部
　
災
害
件
数
　
二
件

　
す
べ
て
の
職
員
は
、｢

全
体
の
奉
仕
者｣

と
し
て
公
共
の
利
益
の

た
め
に
勤
務
し
、
職
務
遂
行
に
当
っ
て
は
全
力
で
奉
仕
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
服
務
の
基
本
原
則
を
忠
実
に
実
行
す

る
た
め
、
職
員
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
ま

す
。
特
に
信
用
失
墜
行
為
の
禁
止
、
秘
密
を
守
る
義
務
、
政

治
的
行
為
の
制
限
や
争
議
行
為
の
禁
止
規
定
に
違
反
し
た
場

合
は
懲
戒
処
分
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

継
続
件
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０
件

措
置
要
求
件
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０
件

継
続
件
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
件

措
置
要
求
件
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０
件

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
　
阿
蘇
市
役
所
総
務
課
人
事
係
　
℡
２
２
―
３
１
１
１

9

●
勤
務
時
間･

休
憩･

休
息
時
間
の
状
況

●
一
般
職
の
年
次
有
給
休
暇
取
得
状
況

●
健
康
診
断
の
状
況

●
分
限
処
分
者
数

　
　
　

●
不
利
益
処
分
に
関
す
る
不
服
申
し
立
て
状
況

●
勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の
要
求
状
況

●
懲
戒
処
分
者
数

　
　
　

●
公
務
災
害
補
償
制
度

●
休
暇
制
度

職
員
の
勤
務
時
間･

勤
務
条
件

職
員
研
修
の
状
況
　
　
　
　
　
（
平
成
17
年
度
）

職
員
の
福
祉
及
び
利
益
の
保
護
の
状
況
　
（
平
成
17
年
度
）

職
員
の
分
限
及
び
懲
戒
処
分･

服
務
の
状
況
　
（
平
成
17
年
度
）

公
平
委
員
会
に
係
る
業
務
の
状
況
　
　
（
平
成
17
年
度
）

一
週
間
の
勤
務
時
間

40
時
間

始
　
業

８
時
30
分

終
　
業

17
時
15
分

処分事由
勤務実績が良くない場合
心 身 の 故 障 の 場 合
職に必要な適正を欠く場合
職制、定数の改廃、予
算の減少により廃職、
過員を生じた場合
刑事事件に起訴された場合

降任
0
0
0

0

0

免職
0
0
0

0

0

休職
0
2
0

0

0

降級
0
0
0

0

0

計
0
2
0

0

0

処分事由
法令に違反した場合
職務上の義務に違反した場合
全体の奉仕者たるにふさわ
しくない非行のあった場合

戒告
0
1

0

減給
0
1

0

停職
1
0

0

免職
0
1

0

計
1 
3

0

※対象職員数は、
H17.1.1～H17.12.31の
全期間を在籍した一般
職に限る。

対 象
職員数
総付与
日 数
総取得
日 数
平均取得
日 数

取得率

228人

8,284日

2,198.3日

9.6日

26.5％
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